
正蓮寺川区民の会との協議等 議事録（要旨） 

 

此花区役所 政策共創課 

建設局公園緑化部公園課 

建設局北部方面管理事務所扇町公園事務所 

 

１ 日   時  令和７年 12 月 3 日（水）１４時００分～１６時００分 

 

２ 場   所  此花区役所３階 講堂 A 

 

３ 団 体 名  正蓮寺川区民の会 

 

４ 協議等の趣旨  正蓮寺川公園の整備内容について 

 

５ 出 席 者  （団体側） ６名 

                (本市側) 建設局 8名 

此花区役所 3名 

６ 議    事  

（せせらぎについて） 

【団体側】 恩貴島橋から森巣橋区間の実施計画には、基本計画にはあったせせらぎが無くなってお

り、代わりに雨庭を設置することになっている。 

正蓮寺川を埋める代わりに、水辺の自然を取り戻そうという意見が出て、基本計画に 

せせらぎが入った経過がある。基本計画から変更せず、せせらぎを整備されたい。 

【本 市】 大規模な施設を適切に維持管理していく上で、皆様に安全・安心に使っていただけるよ

う、今後の持続可能性の観点から、せせらぎに代わる施設として、雨庭をご提案させて

いただいている。常時水があるものではないため、魚が住み着くことはないが、生物の

生息場所にはなりえるため、自然との共生などを学習できる場所となるとも考えてい

る。 

【団体側】 費用面の課題が理由か。具体的にせせらぎの場合と雨庭の場合とで何がどのように異な

るのか。 

【本 市】 せせらぎの場合、ポンプや電気設備が必要となる。施設そのものの整備費用は、雨庭の

場合でも必要となってくるが、せせらぎの場合はそれらの電気設備といったイニシャル

コスト（初期費用）が必要となることに加え、日常的な電気代や水道代、定期的なポン

プ機械の更新費用などのランニングコスト（維持管理費）が必要となる。 

 

（日除けについて） 

【団体側】 パーゴラは、日光や雨を遮る役割はないのか。 

【本 市】 ルーバー状（隙間のある形状）の屋根になっており、日光が直接当たる割合を軽減する

ような構造になっているが、雨がしのげる構造ではない。 

【団体側】 屋根も側面もある形状のものにしてほしい。熱中症対策として、必須であると思う。 



【本 市】 屋根形状になると、建築物の取り扱いとなるため制限がかかることもあるが、いただい

たご意見を考慮しながら検討させていただきたい。 

 

（樹木について） 

【団体側】 今植わっている樹木が育っていない。最初から大きな樹木を植えることはできないの

か。 

【本 市】 既に植わっている樹木については、近年の酷暑の影響を受けたため、枯れ枝の除去など

を実施し、新しい芽を吹かせるなど健全な生育に努めているところである。 

なお、阪神高速の上の限られた植栽土壌であるため、他の公園とは土壌状況が異なる。

そうした特殊な土壌状況であるため、大きな樹木を最初から植えるよりは、小さな樹木

を植えたほうが、根付く確率が高くなる。 

 

（水道・トイレについて） 

【団体側】 水道とトイレをもっとたくさん作って欲しい。トイレについては、おむつ台や幼児用ト

イレも充実させてほしい。 

【本 市】 下水道への接続の取合いの関係や、排水勾配などの物理的な条件も考慮しながら、整備

効果の高い設置場所について検討したい。 

 

（車いす利用者について） 

【団体側】 現在のゲートの形状だと、ベビーカーや自走式の車いす等が通りづらい。形状が違う大

きいものに変えてほしい。 

【本 市】 バイクの侵入を防止するという観点だけでなく、利用者目線で本当に入りたい方が安全

かつ快適に利用できるよう検討していきたい。 

 

（上流部高台の亀裂について） 

【団体側】 扇町公園事務所から、表面的な亀裂ではなくて、地盤の深部から発生しているものであ

るため、修復にあたっては関係機関との調整が必要であると聞いているが。 

【本 市】 考えられる原因の一つとして説明させていただいたと思う。先月から工事着手してお

り、順調に進めば、今月中には亀裂部分が解消される見込みである。 

 

（コンクリート壁（パラペット）の除去について） 

【団体側】 無筋であるため、震災などの際に、コンクリート壁が崩れ落ちて被害が発生しないか心

配している。撤去したほうが、見通しの面でも安全性が向上すると思うが。 

【本 市】 箇所によって構造が異なる可能性はあるが、基本的には鉄筋が入っていると認識してい

る。全区間撤去する場合、膨大な費用がかかる。 

また、持ち主である西大阪治水事務所の存廃方針にもよる。 

【団体側】 河川としての役割は終わっているため、不要な施設と認識している。本来であれば、西

大阪治水事務所が撤去すべきとは思うが、関係各所で協議・連携していけばよいのでは

ないか。 



【本 市】 関係各所との協議も交えながら、将来的なコンクリート壁（パラペット）の取り扱いに

ついて、対話をしていきたい。 

 

（意見箱、掲示板について） 

【団体側】 現地の看板にＱＲコード等を掲示し、公園利用者の意見等を気軽に届けられる仕組みづ

くりをしてほしい。 

また、今後どのような場で市民意見を聞いていただけるのか。 

【本 市】 区政会議等で、引き続き貴重なご意見をいただければと考えている。 

 

以 上 


